
地方公共団体における意見公募手続制度の制定状況 

・ 本調査は、地方公共団体における意見公募手続制度の制定状況等について3年に一度調査する
もの。 

・ 都道府県46団体（97.9%）、政令指定都市20団体（100.0%）、中核市43団体（100.0%）、特例市39団
体（97.5%）、その他の市区町村854団体（52.1%））が意見公募手続制度を制定済み。 

   調査内容：地方公共団体における意見公募手続制度の制定状況を調査 

   調査時点：平成27年1月5日  （前回調査：平成22年10月1日） 

   調査対象：都道府県（47団体）、政令指定都市（20団体）、中核市（43団体）、特例市（40団体）、その他市区町村（1,638団体） 

意見公募手続制度の制定状況に関する調査について 

（単位：団体） 

  

都道府県 
（47団体） 

政令指定都市 
（20団体） 

中核市 
（43団体） 

特例市 
（40団体） 

その他の 
市区町村 

（1,638団体） 

合計 
（1,788団体） 

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 

制定済 
46 97.9% 20 100.0% 43 100.0% 39 97.5% 854 52.1% 1,002 56.0% 

（46） （97.9%） （19） （100.0%） 40 （100.0%） （38） （92.7%） （735） （44.5%） （878） （48.9%） 

検討中 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 130 7.9% 130 7.3% 

（1） （2.1%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （3） （7.3%） （688） （41.7%） （692） （38.5%） 

予定なし 
1 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 654 39.9% 656 36.7% 

（0） （0.0%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （227） （13.8%） （227） （12.6%） 

                          

注）括弧内は前年度調査（平成22年10月1日現在）                 



意見公募手続制度の制定状況に
関する調査結果 

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 
総務省自治行政局行政経営支援室 



　○本調査は、平成２７年１月５日現在での意見公募手続制度の制定状況等について調
　　査を行ったものである。

　○本調査における集計・整理の都合上、各都道府県等が個別に公表している数値等と一致
　　しない場合がある。

　○端数処理の都合上、構成比の合計が１００％にならない場合がある。



（１）制定状況

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比
47 100.0% 20 100.0% 43 100.0% 40 100.0% 1,638 100.0% 1,788 100.0%

（47） （100.0%） （19） （100.0%） （40） （100.0%） （41） （100.0%） （1,650） （100.0%） （1,797） （100.0%）
46 97.9% 20 100.0% 43 100.0% 39 97.5% 854 52.1% 1,002 56.0%

（46） （97.9%） （19） （100.0%） 40 （100.0%） （38） （92.7%） （735） （44.5%） （878） （48.9%）
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 130 7.9% 130 7.3%

（1） （2.1%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （3） （7.3%） （688） （41.7%） （692） （38.5%）
1 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 654 39.9% 656 36.7%

（0） （0.0%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （0） （0.0%） （227） （13.8%） （227） （12.6%）
注１）括弧内は前年度調査（平成22年10月1日現在）
注２）構成比は、全団体に対する割合

（２）制定形式

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

条例 4 8.7% 9 45.0% 10 23.3% 18 46.2% 182 21.3% 223 22.3%

規則 0 0.0% 0 0.0% 2 4.7% 2 5.1% 29 3.4% 33 3.3%

その他（要綱、要領、指針等） 44 95.7% 11 55.0% 36 83.7% 23 59.0% 684 80.1% 798 79.6%

注１）構成比は、制定済団体に対する割合（複数回答あり）
注２）対象案件により根拠規定が異なる場合のみ複数回答（審査基準等は条例で対象とし、基本計画等は要綱で対象としているような事例）

（３）条例の制定・規定の方法

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

意見公募手続条例 0 0.0% 3 37.5% 4 36.4% 6 33.3% 48 26.4% 61 27.4%

行政手続条例 3 75.0% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 7.1% 18 8.1%

その他の条例 1 25.0% 4 50.0% 7 63.6% 12 66.7% 122 67.0% 146 65.5%

注１）構成比は、条例制定団体に対する割合（複数回答あり）

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

0 0.0% 0 - 0 0.0% 179 27.4% 179 27.3%

0 0.0% 0 - 1 100.0% 299 45.7% 300 45.7%

1 100.0% 0 - 0 0.0% 255 39.0% 256 39.0%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 96 14.7% 96 14.6%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 53 8.1% 53 8.1%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 279 42.7% 279 42.5%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 5 0.8% 5 0.8%

全団体数

制定済

検討中

予定なし

注３）本調査における意見公募手続とは、施策に関する基本的な計画等を立案する過程（意思決定過程）で、当該計画等の案の趣旨、内容及びそ
　　　 の他必要な事項の住民への公表、公表した事項について住民から提出された意見等を考慮した意思決定及び意見等に対する地方公共団体
　　　 の考え方の公表に係る一連の手続、いわゆるパブリックコメントのことをいう。制定済とは、意見公募手続について共通のルールを定めている
　　　 ことをいう。したがって、必要に応じて所管課等の判断で意見公募を実施している団体については、制定済とはしていない。

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市
その他の
市区町村

合計

その他の
市区町村

計

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市
その他の
市区町村

計

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市

計都道府県

注１）構成比は、制定予定なしの団体に対する割合（複数回答あり）

（４）制定を予定していない理由

必要の都度、所管課の判断で要綱等を定め、
意見公募を実施しているため

必要の都度、説明会の開催、アンケートの実
施等により意見聴取を実施しているため

既存の仕組み（議会、各種の委員会・懇談
会、広報広聴活動等）により意見聴取を実施
しているため

制度導入や運用に必要な職員の確保・配置
が困難なため

制度導入による効果が期待できないため

他の自治体の導入状況を踏まえて判断したい
ため

その他

特例市
政令指定都市

中核市
その他の
市区町村



（５）意見公募手続の対象案件

団体数 対象率 団体数 対象率 団体数 対象率 団体数 対象率 団体数 対象率 団体数 対象率

施策に関する方針、指針、計画等の決
定又は変更

43 93.5% 19 95.0% 42 97.7% 39 97.5% 831 97.3% 974 97.2%

住民の用に供される施設建設等に係る
計画等の策定又は変更

30 65.2% 9 45.0% 18 41.9% 21 52.5% 388 45.4% 466 46.5%

住民に義務を課し、又は権利を制限する
ことを内容とする条例の制定の基礎とな
る方針、指針、計画等の策定もしくは改
廃

21 45.7% 15 75.0% 17 39.5% 21 52.5% 378 44.3% 452 45.1%

前記以外の方針、指針、計画等の策定
もしくは改廃

13 28.3% 11 55.0% 7 16.3% 13 32.5% 251 29.4% 295 29.4%

住民に義務を課し、又は権利を制限する
ことを内容とする条例の制定もしくは改
廃

36 78.3% 17 85.0% 39 90.7% 39 97.5% 711 83.3% 842 84.0%

前記以外の条例の制定もしくは改廃 18 39.1% 13 65.0% 20 46.5% 24 60.0% 401 47.0% 476 47.5%

住民に義務を課し、又は権利を制限する
ことを内容とする条例から委任をうけた
規則の制定もしくは改廃

24 52.2% 10 50.0% 15 34.9% 15 37.5% 151 17.7% 215 21.5%

前記以外の規則の制定もしくは改廃 12 26.1% 8 40.0% 6 14.0% 6 15.0% 92 10.8% 124 12.4%

審査基準（申請により求められた許認可
等をするかどうかを判断するために必要
とされる基準）

20 43.5% 8 40.0% 7 16.3% 9 22.5% 48 5.6% 92 9.2%

処分基準（不利益処分をするかどうか又
はどのような不利益処分とするか判断す
るために必要とされる基準）

20 43.5% 8 40.0% 6 14.0% 9 22.5% 48 5.6% 91 9.1%

行政指導指針（同一の行政目的を実現
するため一定の条件に該当する複数の
者に対し行政指導をしようとするときにこ
れらの行政指導に共通してその内容と
なるべき事項）

20 43.5% 9 45.0% 6 14.0% 13 32.5% 63 7.4% 111 11.1%

その他 19 41.3% 4 20.0% 23 53.5% 15 37.5% 287 33.6% 348 34.7%

注１）構成比は、条例制定団体に対する割合（複数回答あり）

（６）告知方法

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比
ホームページ 46 100.0% 20 100.0% 43 100.0% 39 100.0% 841 98.5% 989 98.7%
自治体報 18 39.1% 16 80.0% 40 93.0% 37 94.9% 651 76.2% 762 76.0%
新聞広告 14 30.4% 1 5.0% 3 7.0% 0 0.0% 20 2.3% 38 3.8%
その他 30 65.2% 12 60.0% 17 39.5% 16 41.0% 278 32.6% 353 35.2%
注１）構成比は、条例制定団体に対する割合（複数回答あり）

（７）集計方法

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比
文書 45 97.8% 20 100.0% 43 100.0% 39 100.0% 845 98.9% 992 99.0%
メール 43 93.5% 17 85.0% 41 95.3% 38 97.4% 830 97.2% 969 96.7%
FAX 45 97.8% 20 100.0% 43 100.0% 39 100.0% 802 93.9% 949 94.7%
オンライン申請システム等 10 21.7% 6 30.0% 16 37.2% 10 25.6% 58 6.8% 100 10.0%
その他 5 10.9% 4 20.0% 2 4.7% 4 10.3% 77 9.0% 92 9.2%
注１）構成比は、条例制定団体に対する割合（複数回答あり）

その他の
市区町村

計都道府県 政令指定都市 中核市 特例市

その他の
市区町村

計

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市
その他の
市区町村

計

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市



（８）件数

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市
その他の
市区町村

計

実施案件数 985 553 416 304 2,996 5,254

提出意見数 26,975 25,879 8,608 6,981 30,192 98,635

注１）実施案件数は、制定済団体において平成25年度に意見公募手続が実施された案件数の合計
注２）提出意見数は、制定済団体において平成25年度に意見公募手続に対して提出された意見数の合計

（９）　都道府県別制定済団体の割合（政令指定都市を除く市区町村）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大阪府 

栃木県 

埼玉県 

山口県 

茨城県 

滋賀県 

岐阜県 

東京都 

千葉県 

富山県 

福井県 

福岡県 

長崎県 

香川県 

山梨県 

鹿児島県 

島根県 

広島県 

熊本県 

長野県 

青森県 

秋田県 

奈良県 

高知県 

制定済 

検討中 

予定なし 



意見公募手続制度の制定状況（都道府県）

北海道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 1,421

青森県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 281
岩手県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 813
宮城県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 146
秋田県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 228
山形県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 299
福島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 271
茨城県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 412
栃木県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 291
群馬県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 170
埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 不明

千葉県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 72 627
東京都 ○ ○

神奈川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 1,481

新潟県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 316
富山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 248
石川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 33
福井県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 237
山梨県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 770
長野県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 1,176

岐阜県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 563
静岡県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 55 862
愛知県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 1,578

三重県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 314
滋賀県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 438
京都府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 1,011

大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 1,212

兵庫県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 1,796

奈良県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 327
和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 248
鳥取県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 1,040

島根県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 134
岡山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 3,072

広島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 954
山口県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 594
徳島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 740
香川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 128
愛媛県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 340
高知県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 1
福岡県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 3
佐賀県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 103
長崎県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 545
熊本県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31 255
大分県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 326
宮崎県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 171

鹿児島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 363
沖縄県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 637

合計 46 0 1 4 0 44 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 43 30 21 13 36 18 24 12 20 20 20 19 46 18 14 30 45 43 45 10 5 985 26,975
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決
定
又
は
変
更

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方
針
、

指

針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

１
～

３
以
外
の
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

５
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則
の
制
定
も

し
く
は
改
廃

７
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

(

申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基

準

)

処
分
基
準

(

不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
基
準

)

行
政
指
導
指
針

(

同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し
行
政
指
導

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項

)

告知の手段 募集の手段

平
成
2
5
年
度
　
実
施
件
数

平
成
2
5
年
度
　
提
出
意
見
数

対象案件

F
A
X

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
等

そ
の
他

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

自
治
体
報

新
聞
広
告

そ
の
他

文
書

メ
ー

ル

そ
の
他

(

要
綱
、

要
領
、

指
針
等

)

団
体
名

制定状況 制定形式 制定の予定していない理由

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る

行
政
手
続
条
例
に
規
程
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

(

自
治
基
本
条
例
、

市
民
参
加
条
例
等

)

に
規
程
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定
め
、

意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る

制
定
済

制
定
予
定

制
定
予
定
な
し

条
例

規
則

そ
の
他

必
要
の
都
度
、

(

１

)

以
外
の
手
法

(

説
明
会
の
開
催
、

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
し
て

い
る
た
め



意見公募手続制度の制定状況（政令指定都市）

北海道 札幌市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 1,507

宮城県 仙台市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 563

埼玉県 さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 2,170

千葉県 千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 346

神奈川県 横浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 1,124

神奈川県 川崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 46 1,798

神奈川県 相模原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 334

新潟県 新潟市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 271

静岡県 静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 84 1,601

静岡県 浜松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 794

愛知県 名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 846

京都府 京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 8,065

大阪府 大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 68 1,227

大阪府 堺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 282

兵庫県 神戸市 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64 288

岡山県 岡山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 389

広島県 広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 279

福岡県 北九州市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 906

福岡県 福岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 2,638

熊本県 熊本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 451

合計 20 0 0 9 0 11 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 19 9 15 11 17 13 10 8 8 8 9 4 20 16 1 12 20 17 20 6 4 553 25,879

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
等

そ
の
他

自
治
体
報

新
聞
広
告

そ
の
他

文
書

メ
ー

ル

F
A
X

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方
針
、

指

針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

１
～

３
以
外
の
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

５
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則
の
制
定
も

し
く
は
改
廃

７
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

(

申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基

準

)

処
分
基
準

(

不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
基
準

)

行
政
指
導
指
針

(

同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し
行
政
指
導

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項

)

そ
の
他

募集の手段

平
成
2
5
年
度
　
実
施
件
数

平
成
2
5
年
度
　
提
出
意
見
数

制
定
済

制
定
予
定

制
定
予
定
な
し

条
例

規
則

そ
の
他

(

要
綱
、

要
領
、

指
針
等

)

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る

告知の手段

既
存
の
仕
組
み

(

議
会
、

各
種
の
委
員
会
・
懇
談
会
・
広
報
広
聴
活
動
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
実
施
し
て
い

る
た
め

制
度
導
入
や
運
用
に
必
要
な
職
員
の
確
保
・
配
置
が
困
難
な
た
め

制
度
導
入
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
た
め

他
の
自
治
体
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
い
た
め

そ
の
他

団
体
名

制定状況 制定形式 制定の予定していない理由 対象案件

行
政
手
続
条
例
に
規
程
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

(

自
治
基
本
条
例
、

市
民
参
加
条
例
等

)

に
規
程
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定
め
、

意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

(

１

)

以
外
の
手
法

(

説
明
会
の
開
催
、

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
し
て

い
る
た
め

施
策
に
関
す
る
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
決
定
又
は
変
更



意見公募手続制度の制定状況（中核市）

北海道 函館市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 287
北海道 旭川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 584
青森県 青森市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 75
岩手県 盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 23
秋田県 秋田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 311
福島県 郡山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 2
福島県 いわき市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 48
栃木県 宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 67
群馬県 前橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 17
群馬県 高崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 7
埼玉県 川越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 24
千葉県 船橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 37
千葉県 柏市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 63
神奈川県 横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 59
富山県 富山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 0
石川県 金沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 183
長野県 長野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 145
岐阜県 岐阜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 33
愛知県 豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 195
愛知県 岡崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 123
愛知県 豊田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 505
滋賀県 大津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 74
大阪府 豊中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 150
大阪府 高槻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 156
大阪府 枚方市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 349
大阪府 東大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 2,550

兵庫県 姫路市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 54
兵庫県 尼崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 496
兵庫県 西宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 159
奈良県 奈良市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 47
和歌山県 和歌山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 25
岡山県 倉敷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 127
広島県 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 130
山口県 下関市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 52
香川県 高松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 99
愛媛県 松山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 42
高知県 高知市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 157
福岡県 久留米市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 188
長崎県 長崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 159
大分県 大分市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 402
宮崎県 宮崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 121
鹿児島県 鹿児島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 173
沖縄県 那覇市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 110

合計 43 0 0 10 2 36 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 42 18 17 7 39 20 15 6 7 6 6 23 43 40 3 17 43 41 43 16 2 416 8,608

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
等

そ
の
他

自
治
体
報

新
聞
広
告

そ
の
他

文
書

メ
ー

ル

F
A
X

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方
針
、

指

針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

１
～

３
以
外
の
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

５
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則
の
制
定
も

し
く
は
改
廃

７
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

(

申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基

準

)

処
分
基
準

(

不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
基
準

)

行
政
指
導
指
針

(

同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し
行
政
指
導

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項

)

そ
の
他

募集の手段

平
成
2
5
年
度
　
実
施
件
数

平
成
2
5
年
度
　
提
出
意
見
数

制
定
済

制
定
予
定

制
定
予
定
な
し

条
例

規
則

そ
の
他

(

要
綱
、

要
領
、

指
針
等

)

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る

告知の手段

既
存
の
仕
組
み

(

議
会
、

各
種
の
委
員
会
・
懇
談
会
・
広
報
広
聴
活
動
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
実
施
し
て
い

る
た
め

制
度
導
入
や
運
用
に
必
要
な
職
員
の
確
保
・
配
置
が
困
難
な
た
め

制
度
導
入
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
た
め

他
の
自
治
体
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
い
た
め

そ
の
他

団
体
名

制定状況 制定形式 制定の予定していない理由 対象案件

行
政
手
続
条
例
に
規
程
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

(

自
治
基
本
条
例
、

市
民
参
加
条
例
等

)

に
規
程
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定
め
、

意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

(

１

)

以
外
の
手
法

(

説
明
会
の
開
催
、

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
し
て

い
る
た
め

施
策
に
関
す
る
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
決
定
又
は
変
更



意見公募手続制度の制定状況（特例市）

青森県 八戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 11
山形県 山形市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 16
茨城県 水戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 278
茨城県 つくば市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 232
群馬県 伊勢崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 11
群馬県 太田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 0
埼玉県 熊谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 30
埼玉県 川口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47 65
埼玉県 所沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 361
埼玉県 春日部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 67
埼玉県 草加市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 151
埼玉県 越谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 11
神奈川県 平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 195
神奈川県 小田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 450
神奈川県 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 556
神奈川県 厚木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 109
神奈川県 大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 236
新潟県 長岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 16
新潟県 上越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 92
福井県 福井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 307
山梨県 甲府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 8
長野県 松本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 32
静岡県 沼津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 36
静岡県 富士市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 60
愛知県 一宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 40
愛知県 春日井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 62
三重県 四日市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 108
大阪府 岸和田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 15
大阪府 吹田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 592
大阪府 茨木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 2,023

大阪府 八尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 75
大阪府 寝屋川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 10
兵庫県 明石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 238
兵庫県 加古川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 13
兵庫県 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 未把握 未把握

鳥取県 鳥取市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 305
島根県 松江市 ○ ○
広島県 呉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 3
佐賀県 佐賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 195
長崎県 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 2

合計 39 0 1 18 2 23 6 0 12 0 1 0 0 0 0 0 39 21 21 13 39 24 15 6 9 9 13 15 39 37 0 16 39 38 39 10 4 304 6,981

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
等

そ
の
他

自
治
体
報

新
聞
広
告

そ
の
他

文
書

メ
ー

ル

F
A
X

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方
針
、

指

針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

１
～

３
以
外
の
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

５
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則
の
制
定
も

し
く
は
改
廃

７
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

(

申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基

準

)

処
分
基
準

(

不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
基
準

)

行
政
指
導
指
針

(

同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し
行
政
指
導

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項

)

そ
の
他

募集の手段

平
成
2
5
年
度
　
実
施
件
数

平
成
2
5
年
度
　
提
出
意
見
数

制
定
済

制
定
予
定

制
定
予
定
な
し

条
例

規
則

そ
の
他

(

要
綱
、

要
領
、

指
針
等

)

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る

告知の手段

既
存
の
仕
組
み

(

議
会
、

各
種
の
委
員
会
・
懇
談
会
・
広
報
広
聴
活
動
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
実
施
し
て
い

る
た
め

制
度
導
入
や
運
用
に
必
要
な
職
員
の
確
保
・
配
置
が
困
難
な
た
め

制
度
導
入
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
た
め

他
の
自
治
体
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
い
た
め

そ
の
他

団
体
名

制定状況 制定形式 制定の予定していない理由 対象案件

行
政
手
続
条
例
に
規
程
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

(

自
治
基
本
条
例
、

市
民
参
加
条
例
等

)

に
規
程
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定
め
、

意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る

必
要
の
都
度
、

(

１

)

以
外
の
手
法

(

説
明
会
の
開
催
、

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
し
て

い
る
た
め

施
策
に
関
す
る
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
決
定
又
は
変
更



意見公募手続制度の制定状況（その他の市区町村）

68 18 90 34 4 35 9 3 23 14 38 44 11 8 37 1 64 39 41 21 61 28 24 14 8 8 12 22 66 57 7 21 68 66 66 2 6
38.6% 10.2% 51.1% 50.0% 5.9% 51.5% 26.5% 8.8% 67.6% 15.6% 42.2% 48.9% 12.2% 8.9% 41.1% 1.1% 94.1% 57.4% 60.3% 30.9% 89.7% 41.2% 35.3% 20.6% 11.8% 11.8% 17.6% 32.4% 97.1% 83.8% 10.3% 30.9% 100.0% 97.1% 97.1% 2.9% 8.8%

10 5 23 2 1 6 0 0 2 7 10 14 4 0 15 0 9 2 4 0 8 4 2 1 0 0 0 1 9 7 0 1 9 9 9 0 0
26.3% 13.2% 60.5% 20.0% 10.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100.0% 30.4% 43.5% 60.9% 17.4% 0.0% 65.2% 0.0% 90.0% 20.0% 40.0% 0.0% 80.0% 40.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 70.0% 0.0% 10.0% 90.0% 90.0% 90.0% 0.0% 0.0%

14 3 15 6 0 8 2 0 4 8 7 5 2 0 4 0 13 11 4 2 11 5 2 1 1 1 1 1 13 9 0 7 13 13 12 1 4
43.8% 9.4% 46.9% 42.9% 0.0% 57.1% 33.3% 0.0% 66.7% 53.3% 46.7% 33.3% 13.3% 0.0% 26.7% 0.0% 92.9% 78.6% 28.6% 14.3% 78.6% 35.7% 14.3% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 92.9% 64.3% 0.0% 50.0% 92.9% 92.9% 85.7% 7.1% 28.6%

17 2 15 2 1 15 2 0 0 6 14 9 2 1 2 0 17 5 4 8 15 9 3 1 1 1 0 0 17 14 0 3 17 17 17 1 2
50.0% 5.9% 44.1% 11.8% 5.9% 88.2% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 93.3% 60.0% 13.3% 6.7% 13.3% 0.0% 100.0% 29.4% 23.5% 47.1% 88.2% 52.9% 17.6% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 82.4% 0.0% 17.6% 100.0% 100.0% 100.0% 5.9% 11.8%

6 2 16 1 0 6 0 0 1 1 9 5 2 1 7 0 6 2 1 0 5 4 0 0 0 0 0 1 6 4 0 3 6 6 6 0 0
25.0% 8.3% 66.7% 16.7% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 6.3% 56.3% 31.3% 12.5% 6.3% 43.8% 0.0% 100.0% 33.3% 16.7% 0.0% 83.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 100.0% 66.7% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

17 4 13 1 0 16 0 0 1 4 7 8 3 0 5 1 15 8 5 2 12 4 2 0 0 0 0 4 17 8 0 4 16 17 14 1 4
50.0% 11.8% 38.2% 5.9% 0.0% 94.1% 0.0% 0.0% 100.0% 30.8% 53.8% 61.5% 23.1% 0.0% 38.5% 7.7% 88.2% 47.1% 29.4% 11.8% 70.6% 23.5% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5% 100.0% 47.1% 0.0% 23.5% 94.1% 100.0% 82.4% 5.9% 23.5%

17 7 33 4 0 13 0 2 2 5 13 9 6 5 15 0 15 6 7 2 11 6 4 2 4 3 3 2 16 10 1 4 17 15 13 0 1
29.8% 12.3% 57.9% 23.5% 0.0% 76.5% 0.0% 50.0% 50.0% 15.2% 39.4% 27.3% 18.2% 15.2% 45.5% 0.0% 88.2% 35.3% 41.2% 11.8% 64.7% 35.3% 23.5% 11.8% 23.5% 17.6% 17.6% 11.8% 94.1% 58.8% 5.9% 23.5% 100.0% 88.2% 76.5% 0.0% 5.9%

32 5 5 1 1 30 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 32 12 12 7 31 21 11 5 1 1 5 8 32 29 0 9 31 31 31 2 3
76.2% 11.9% 11.9% 3.1% 3.1% 93.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0% 37.5% 37.5% 21.9% 96.9% 65.6% 34.4% 15.6% 3.1% 3.1% 15.6% 25.0% 100.0% 90.6% 0.0% 28.1% 96.9% 96.9% 96.9% 6.3% 9.4%

21 1 2 2 1 18 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 21 14 13 6 18 12 2 2 0 0 0 4 21 15 0 10 21 21 20 2 1
87.5% 4.2% 8.3% 9.5% 4.8% 85.7% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 66.7% 61.9% 28.6% 85.7% 57.1% 9.5% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 100.0% 71.4% 0.0% 47.6% 100.0% 100.0% 95.2% 9.5% 4.8%

15 2 14 2 1 13 1 0 1 1 7 7 3 1 4 1 15 4 3 2 13 9 4 2 1 1 1 5 15 10 0 4 14 15 15 0 1
48.4% 6.5% 45.2% 13.3% 6.7% 86.7% 50.0% 0.0% 50.0% 7.1% 50.0% 50.0% 21.4% 7.1% 28.6% 7.1% 100.0% 26.7% 20.0% 13.3% 86.7% 60.0% 26.7% 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 33.3% 100.0% 66.7% 0.0% 26.7% 93.3% 100.0% 100.0% 0.0% 6.7%

45 2 8 16 1 30 7 2 7 5 2 3 0 0 0 0 43 24 21 19 37 27 9 8 2 2 4 17 45 38 0 17 44 45 39 5 5
81.8% 3.6% 14.5% 35.6% 2.2% 66.7% 43.8% 12.5% 43.8% 62.5% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.6% 53.3% 46.7% 42.2% 82.2% 60.0% 20.0% 17.8% 4.4% 4.4% 8.9% 37.8% 100.0% 84.4% 0.0% 37.8% 97.8% 100.0% 86.7% 11.1% 11.1%

32 4 15 10 3 22 2 0 8 6 7 2 2 0 5 0 30 14 10 6 28 19 5 5 4 4 4 14 32 27 0 12 32 32 32 1 2
62.7% 7.8% 29.4% 31.3% 9.4% 68.8% 20.0% 0.0% 80.0% 40.0% 46.7% 13.3% 13.3% 0.0% 33.3% 0.0% 93.8% 43.8% 31.3% 18.8% 87.5% 59.4% 15.6% 15.6% 12.5% 12.5% 12.5% 43.8% 100.0% 84.4% 0.0% 37.5% 100.0% 100.0% 100.0% 3.1% 6.3%

43 2 17 11 5 33 4 0 7 6 8 7 3 2 3 0 39 21 26 24 31 20 9 5 3 3 3 18 42 41 0 16 41 38 41 10 8
69.4% 3.2% 27.4% 25.6% 11.6% 76.7% 36.4% 0.0% 63.6% 35.3% 47.1% 41.2% 17.6% 11.8% 17.6% 0.0% 90.7% 48.8% 60.5% 55.8% 72.1% 46.5% 20.9% 11.6% 7.0% 7.0% 7.0% 41.9% 97.7% 95.3% 0.0% 37.2% 95.3% 88.4% 95.3% 23.3% 18.6%

20 0 4 11 1 10 2 0 9 3 2 0 0 0 1 0 20 9 8 7 17 13 4 5 1 1 1 10 20 14 0 7 20 19 18 1 2
83.3% 0.0% 16.7% 55.0% 5.0% 50.0% 18.2% 0.0% 81.8% 75.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 45.0% 40.0% 35.0% 85.0% 65.0% 20.0% 25.0% 5.0% 5.0% 5.0% 50.0% 100.0% 70.0% 0.0% 35.0% 100.0% 95.0% 90.0% 5.0% 10.0%

17 0 10 2 0 16 0 0 2 2 7 3 2 2 5 0 17 9 8 8 16 4 2 0 0 0 0 5 17 14 0 2 17 17 17 1 1
63.0% 0.0% 37.0% 11.8% 0.0% 94.1% 0.0% 0.0% 100.0% 20.0% 70.0% 30.0% 20.0% 20.0% 50.0% 0.0% 100.0% 52.9% 47.1% 47.1% 94.1% 23.5% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 100.0% 82.4% 0.0% 11.8% 100.0% 100.0% 100.0% 5.9% 5.9%

8 0 6 1 0 8 0 0 1 3 2 2 3 0 4 0 8 3 5 3 8 5 2 3 1 1 2 4 7 3 0 3 8 8 8 1 1
57.1% 0.0% 42.9% 12.5% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 33.3% 33.3% 50.0% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% 37.5% 62.5% 37.5% 100.0% 62.5% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 87.5% 37.5% 0.0% 37.5% 100.0% 100.0% 100.0% 12.5% 12.5%

9 0 9 5 0 6 1 0 4 2 5 2 0 0 4 0 11 2 7 5 9 4 3 1 0 0 1 4 11 6 3 6 11 11 9 0 0
50.0% 0.0% 50.0% 55.6% 0.0% 66.7% 20.0% 0.0% 80.0% 22.2% 55.6% 22.2% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 122.2% 22.2% 77.8% 55.6% 100.0% 44.4% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 44.4% 122.2% 66.7% 33.3% 66.7% 122.2% 122.2% 100.0% 0.0% 0.0%

9 1 6 0 0 9 0 0 0 3 2 2 1 2 2 0 9 4 5 2 6 2 2 0 0 0 0 3 9 4 0 0 9 9 8 0 0
56.3% 6.3% 37.5% 0.0% 0.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50.0% 33.3% 33.3% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 44.4% 55.6% 22.2% 66.7% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 44.4% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 88.9% 0.0% 0.0%

13 2 11 0 0 13 0 0 0 1 5 5 3 3 5 1 13 8 5 2 8 8 0 0 0 0 0 6 13 12 1 0 13 13 13 0 2
50.0% 7.7% 42.3% 0.0% 0.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.1% 45.5% 45.5% 27.3% 27.3% 45.5% 9.1% 100.0% 61.5% 38.5% 15.4% 61.5% 61.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 100.0% 92.3% 7.7% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 15.4%

27 9 39 2 1 24 1 0 1 8 20 22 6 3 21 0 25 11 14 9 17 8 2 2 1 1 1 10 25 18 1 10 26 25 25 4 2
36.0% 12.0% 52.0% 7.4% 3.7% 88.9% 50.0% 0.0% 50.0% 20.5% 51.3% 56.4% 15.4% 7.7% 53.8% 0.0% 92.6% 40.7% 51.9% 33.3% 63.0% 29.6% 7.4% 7.4% 3.7% 3.7% 3.7% 37.0% 92.6% 66.7% 3.7% 37.0% 96.3% 92.6% 92.6% 14.8% 7.4%

29 3 9 6 2 25 1 1 4 4 4 0 1 0 2 0 30 15 20 9 27 11 6 5 3 3 3 5 29 18 1 7 29 28 28 1 0
70.7% 7.3% 22.0% 20.7% 6.9% 86.2% 16.7% 16.7% 66.7% 44.4% 44.4% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 0.0% 103.4% 51.7% 69.0% 31.0% 93.1% 37.9% 20.7% 17.2% 10.3% 10.3% 10.3% 17.2% 100.0% 62.1% 3.4% 24.1% 100.0% 96.6% 96.6% 3.4% 0.0%

21 0 10 2 0 19 0 0 2 4 5 2 3 1 5 0 21 13 11 9 16 9 3 2 1 1 0 8 21 14 0 7 21 21 19 5 2
67.7% 0.0% 32.3% 9.5% 0.0% 90.5% 0.0% 0.0% 100.0% 40.0% 50.0% 20.0% 30.0% 10.0% 50.0% 0.0% 100.0% 61.9% 52.4% 42.9% 76.2% 42.9% 14.3% 9.5% 4.8% 4.8% 0.0% 38.1% 100.0% 66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 100.0% 90.5% 23.8% 9.5%

42 1 5 7 1 35 2 0 5 3 3 3 0 0 2 0 41 29 21 15 36 22 1 1 1 1 1 14 42 34 0 12 42 41 40 4 5
87.5% 2.1% 10.4% 16.7% 2.4% 83.3% 28.6% 0.0% 71.4% 60.0% 60.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 97.6% 69.0% 50.0% 35.7% 85.7% 52.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 33.3% 100.0% 81.0% 0.0% 28.6% 100.0% 97.6% 95.2% 9.5% 11.9%

16 5 7 3 0 14 0 1 2 4 3 1 1 1 1 0 15 3 6 3 10 7 0 0 1 1 1 0 16 9 2 6 16 16 15 0 0
57.1% 17.9% 25.0% 18.8% 0.0% 87.5% 0.0% 33.3% 66.7% 57.1% 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 93.8% 18.8% 37.5% 18.8% 62.5% 43.8% 0.0% 0.0% 6.3% 6.3% 6.3% 0.0% 100.0% 56.3% 12.5% 37.5% 100.0% 100.0% 93.8% 0.0% 0.0%

13 0 5 3 0 10 0 0 3 2 2 3 1 1 1 0 13 9 5 4 13 8 1 1 1 1 2 9 13 9 1 1 13 13 13 0 1
72.2% 0.0% 27.8% 23.1% 0.0% 76.9% 0.0% 0.0% 100.0% 40.0% 40.0% 60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 100.0% 69.2% 38.5% 30.8% 100.0% 61.5% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 15.4% 69.2% 100.0% 69.2% 7.7% 7.7% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 7.7%

19 1 5 1 0 18 1 0 0 3 5 3 0 0 2 0 19 12 10 5 15 6 2 1 0 1 2 4 19 17 1 9 19 19 19 0 1
76.0% 4.0% 20.0% 5.3% 0.0% 94.7% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 100.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0% 63.2% 52.6% 26.3% 78.9% 31.6% 10.5% 5.3% 0.0% 5.3% 10.5% 21.1% 100.0% 89.5% 5.3% 47.4% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 5.3%

28 0 4 5 1 23 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 26 6 13 8 21 12 8 5 2 2 3 6 26 22 0 11 27 26 25 1 4
87.5% 0.0% 12.5% 17.9% 3.6% 82.1% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.9% 21.4% 46.4% 28.6% 75.0% 42.9% 28.6% 17.9% 7.1% 7.1% 10.7% 21.4% 92.9% 78.6% 0.0% 39.3% 96.4% 92.9% 89.3% 3.6% 14.3%

25 2 7 7 0 19 2 0 5 4 4 3 0 1 3 0 25 13 10 7 24 16 5 2 0 0 0 9 25 20 0 8 25 25 23 3 0
73.5% 5.9% 20.6% 28.0% 0.0% 76.0% 28.6% 0.0% 71.4% 57.1% 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 100.0% 52.0% 40.0% 28.0% 96.0% 64.0% 20.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.0% 100.0% 80.0% 0.0% 32.0% 100.0% 100.0% 92.0% 12.0% 0.0%

5 8 25 1 0 4 1 0 0 4 6 6 6 2 11 0 5 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 2 5 4 0 2 5 4 5 1 1
13.2% 21.1% 65.8% 20.0% 0.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.0% 24.0% 24.0% 24.0% 8.0% 44.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 80.0% 0.0% 40.0% 100.0% 80.0% 100.0% 20.0% 20.0%

7 5 17 0 0 7 0 0 0 2 7 3 2 3 9 0 7 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 7 7 0 0 7 7 7 0 1
24.1% 17.2% 58.6% 0.0% 0.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11.8% 41.2% 17.6% 11.8% 17.6% 52.9% 0.0% 100.0% 28.6% 14.3% 0.0% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 14.3%

10 1 7 4 0 7 1 1 2 3 3 1 0 0 2 0 10 5 5 3 8 6 0 0 1 1 1 4 10 8 0 6 10 10 9 1 2
55.6% 5.6% 38.9% 40.0% 0.0% 70.0% 25.0% 25.0% 50.0% 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 30.0% 80.0% 60.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 40.0% 100.0% 80.0% 0.0% 60.0% 100.0% 100.0% 90.0% 10.0% 20.0%

9 1 8 2 0 8 0 0 2 1 4 1 1 1 3 0 9 4 4 1 6 4 2 1 1 1 1 1 9 8 0 5 9 9 7 0 0
50.0% 5.6% 44.4% 22.2% 0.0% 88.9% 0.0% 0.0% 100.0% 12.5% 50.0% 12.5% 12.5% 12.5% 37.5% 0.0% 100.0% 44.4% 44.4% 11.1% 66.7% 44.4% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100.0% 88.9% 0.0% 55.6% 100.0% 100.0% 77.8% 0.0% 0.0%

18 0 7 1 1 16 0 0 1 7 3 4 0 0 4 0 18 6 7 6 12 9 3 2 0 0 0 3 18 9 0 4 18 18 17 1 1
72.0% 0.0% 28.0% 5.6% 5.6% 88.9% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 57.1% 0.0% 100.0% 33.3% 38.9% 33.3% 66.7% 50.0% 16.7% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 100.0% 50.0% 0.0% 22.2% 100.0% 100.0% 94.4% 5.6% 5.6%

8 2 10 1 0 7 1 0 0 1 6 2 1 0 4 0 8 1 1 2 7 3 0 0 0 0 0 7 8 4 0 2 8 8 8 2 0
40.0% 10.0% 50.0% 12.5% 0.0% 87.5% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 60.0% 20.0% 10.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0% 12.5% 12.5% 25.0% 87.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 100.0% 50.0% 0.0% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 0.0%

14 0 4 3 0 11 1 1 1 1 2 2 1 0 2 0 13 7 5 3 10 5 3 2 1 1 2 4 14 12 0 5 14 14 12 0 0
77.8% 0.0% 22.2% 21.4% 0.0% 78.6% 33.3% 33.3% 33.3% 25.0% 50.0% 50.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 92.9% 50.0% 35.7% 21.4% 71.4% 35.7% 21.4% 14.3% 7.1% 7.1% 14.3% 28.6% 100.0% 85.7% 0.0% 35.7% 100.0% 100.0% 85.7% 0.0% 0.0%

7 3 14 2 0 5 1 0 1 2 4 6 4 1 7 0 7 2 5 4 7 5 1 0 0 0 0 0 7 6 1 1 7 7 7 1 0
29.2% 12.5% 58.3% 28.6% 0.0% 71.4% 50.0% 0.0% 50.0% 14.3% 28.6% 42.9% 28.6% 7.1% 50.0% 0.0% 100.0% 28.6% 71.4% 57.1% 100.0% 71.4% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 85.7% 14.3% 14.3% 100.0% 100.0% 100.0% 14.3% 0.0%

8 1 7 2 0 6 0 0 2 1 5 3 2 1 4 0 7 1 1 0 7 3 1 1 0 0 0 5 8 5 0 3 8 8 8 0 0
50.0% 6.3% 43.8% 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.3% 71.4% 42.9% 28.6% 14.3% 57.1% 0.0% 87.5% 12.5% 12.5% 0.0% 87.5% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 100.0% 62.5% 0.0% 37.5% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

15 1 3 3 1 13 2 0 1 1 3 3 1 0 2 0 15 4 5 4 10 6 2 2 1 1 1 3 14 8 0 6 15 14 15 1 2
78.9% 5.3% 15.8% 20.0% 6.7% 86.7% 66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 100.0% 100.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% 26.7% 33.3% 26.7% 66.7% 40.0% 13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 20.0% 93.3% 53.3% 0.0% 40.0% 100.0% 93.3% 100.0% 6.7% 13.3%

2 6 25 1 0 1 1 0 0 9 8 11 4 1 11 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 2 2 0 0
6.1% 18.2% 75.8% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 36.0% 32.0% 44.0% 16.0% 4.0% 44.0% 4.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

33 0 24 5 1 29 0 0 5 9 10 9 3 4 13 0 33 15 15 8 30 17 2 0 0 0 0 24 33 30 0 13 33 33 32 1 3
57.9% 0.0% 42.1% 15.2% 3.0% 87.9% 0.0% 0.0% 100.0% 37.5% 41.7% 37.5% 12.5% 16.7% 54.2% 0.0% 100.0% 45.5% 45.5% 24.2% 90.9% 51.5% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 100.0% 90.9% 0.0% 39.4% 100.0% 100.0% 97.0% 3.0% 9.1%

11 3 5 3 0 8 0 1 2 1 3 3 0 0 2 0 10 5 4 0 10 6 1 0 0 0 0 4 10 11 0 3 11 10 9 0 1
57.9% 15.8% 26.3% 27.3% 0.0% 72.7% 0.0% 33.3% 66.7% 20.0% 60.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 90.9% 45.5% 36.4% 0.0% 90.9% 54.5% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 90.9% 100.0% 0.0% 27.3% 100.0% 90.9% 81.8% 0.0% 9.1%

10 2 7 0 0 10 0 0 0 2 5 2 3 0 4 0 10 3 3 2 10 4 0 0 0 0 0 3 9 8 0 4 10 10 10 0 1
52.6% 10.5% 36.8% 0.0% 0.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28.6% 71.4% 28.6% 42.9% 0.0% 57.1% 0.0% 100.0% 30.0% 30.0% 20.0% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 90.0% 80.0% 0.0% 40.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 10.0%

18 1 25 2 0 17 0 0 2 4 9 7 2 2 20 0 18 4 4 6 16 7 6 2 0 0 1 10 18 13 0 8 17 16 16 2 1
40.9% 2.3% 56.8% 11.1% 0.0% 94.4% 0.0% 0.0% 100.0% 16.0% 36.0% 28.0% 8.0% 8.0% 80.0% 0.0% 100.0% 22.2% 22.2% 33.3% 88.9% 38.9% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 5.6% 55.6% 100.0% 72.2% 0.0% 44.4% 94.4% 88.9% 88.9% 11.1% 5.6%

10 4 3 2 1 8 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 10 3 2 3 10 3 3 2 2 2 2 5 9 8 1 6 10 10 10 1 2
58.8% 23.5% 17.6% 20.0% 10.0% 80.0% 0.0% 50.0% 50.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% 30.0% 20.0% 30.0% 100.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 50.0% 90.0% 80.0% 10.0% 60.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10.0% 20.0%

10 2 13 0 0 10 0 0 0 6 5 6 1 1 4 0 10 6 5 4 10 6 3 2 1 1 1 5 10 5 0 1 10 9 9 0 1
40.0% 8.0% 52.0% 0.0% 0.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 46.2% 38.5% 46.2% 7.7% 7.7% 30.8% 0.0% 100.0% 60.0% 50.0% 40.0% 100.0% 60.0% 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 50.0% 100.0% 50.0% 0.0% 10.0% 100.0% 90.0% 90.0% 0.0% 10.0%

21 5 16 2 1 19 1 0 1 3 5 7 2 4 7 0 21 10 10 7 17 12 5 3 4 4 4 7 21 16 0 6 21 20 20 1 2
50.0% 11.9% 38.1% 9.5% 4.8% 90.5% 50.0% 0.0% 50.0% 18.8% 31.3% 43.8% 12.5% 25.0% 43.8% 0.0% 100.0% 47.6% 47.6% 33.3% 81.0% 57.1% 23.8% 14.3% 19.0% 19.0% 19.0% 33.3% 100.0% 76.2% 0.0% 28.6% 100.0% 95.2% 95.2% 4.8% 9.5%

5 4 31 1 0 4 0 0 1 9 14 12 4 1 12 0 6 2 2 1 4 0 1 1 0 0 0 2 5 5 0 2 5 5 4 0 1
12.5% 10.0% 77.5% 20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 100.0% 29.0% 45.2% 38.7% 12.9% 3.2% 38.7% 0.0% 120.0% 40.0% 40.0% 20.0% 80.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 100.0% 100.0% 80.0% 0.0% 20.0%

854 130 654 182 29 684 48 13 122 179 299 255 96 53 279 5 831 388 378 251 711 401 151 92 48 48 63 287 841 651 20 278 845 830 802 58 77

52.1% 7.9% 39.9% 21.3% 3.4% 80.1% 26.4% 7.1% 67.0% 27.4% 45.7% 39.0% 14.7% 8.1% 42.7% 0.8% 97.3% 45.4% 44.3% 29.4% 83.3% 47.0% 17.7% 10.8% 5.6% 5.6% 7.4% 33.6% 98.5% 76.2% 2.3% 32.6% 98.9% 97.2% 93.9% 6.8% 9.0%

注１）構成比は、条例制定団体に対する割合（複数回答あり）
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針
等

)

団
体
名

地
方
公
共
団
体
名

制定状況 制定形式

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
い
る

行
政
手
続
条
例
に
規
程
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

(

自
治
基
本
条
例
、

市
民
参
加
条
例
等

)

に
規
程
し
て
い
る

告知の手段（注） 募集の手段（注）

平
成
2
5
年
度
　
提
出
意
見
数

制定の予定していない理由 対象案件（注）

必
要
の
都
度
、

所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定
め
、

意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る

F
A
X

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
等

そ
の
他

施
策
に
関
す
る
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
決
定
又
は
変
更

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

１
～

３
以
外
の
方
針
、

指
針
、

計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

５
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

必
要
の
都
度
、

(

１

)

以
外
の
手
法

(

説
明
会
の
開
催
、

ア
ン
ケ
ー

ト
の
実
施
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
し
て
い

る
た
め

既
存
の
仕
組
み

(

議
会
、

各
種
の
委
員
会
・
懇
談
会
・
広
報
広
聴
活
動
等

)

に
よ
り
意
見
聴
取
を
実
施
し
て
い
る

た
め

制
度
導
入
や
運
用
に
必
要
な
職
員
の
確
保
・
配
置
が
困
難
な
た
め

制
度
導
入
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
た
め

他
の
自
治
体
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
い
た
め

そ
の
他

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

自
治
体
報

新
聞
広
告

そ
の
他

文
書

メ
ー

ル

住
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則
の
制
定
も
し

く
は
改
廃

７
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

(

申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基
準

)

処
分
基
準

(

不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と

さ
れ
る
基
準

)

行
政
指
導
指
針

(

同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し
行
政
指
導
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項

)

そ
の
他

宮城県 34

秋田県 24

1,063

青森県 38 21 107

岩手県 32 45 156

北海道 176 281

群馬県 31

埼玉県 55

茨城県 42

栃木県 24

山形県 34

福島県 57

富山県 14

石川県 18

神奈川県 24

新潟県 27

千葉県 51

東京都 62

静岡県 31

愛知県 48

長野県 75

岐阜県 41

福井県 16

山梨県 26

兵庫県 34

奈良県 38

京都府 25

大阪府 32

三重県 28

滋賀県 18

広島県 20

山口県 18

島根県 18

岡山県 25

和歌山県 29

鳥取県 18

佐賀県 19

愛媛県 19

高知県 33

徳島県 24

香川県 16

合計 1638 2,996 30,192

32

45 246

5 10

159

鹿児島県 42

沖縄県 40

大分県 17

宮崎県 25

長崎県 19

熊本県 44

福岡県 57

27 163

13 115

30 120

42

44 105

29 12

18 32

25 778

20 230

63 572

82 1,076

4 11

31 58

21 173

247 10,079

1,708115

40 137

11 108

61 853

116 999

65 849

25 103

9 27

17 226

76 698

221 275

30 176

69 420

94 699

27 361

141 1,168

52 803

平
成
2
5
年
度
　
実
施
件
数

10218

17 177

70 100

36 36

141 1,631

172 2,100

63

57 241

91 268

79 620


	意見公募
	スライド番号 1

	意見公募手続集計
	表紙
	説明（未更新）
	（１）制定状況
	（４）意見公募手続の対象案件
	（６）意見公募手続の実施状況
	都道府県
	政令指定都市
	中核市
	特例市
	市区町村


